
　現在の秩父市は、一人当たりの医療費水準に比べ、負担すべき保険税が低く抑えられている状況です。
平成30年４月から始まる国民健康保険の県広域化では、一般会計からの法定外繰入を徐々に削減し、いず
れ県内一律の保険税負担になることを目指しています。
　今後、保険税を含め国保制度に関して大幅な変更が想定されます。秩父市では市民の皆さんとともに健
康の保持増進に努め、医療費の削減を図り、保険税の負担を軽減していけるよう国民健康保険を運営します。

秩父市の国民健康保険税

近隣の自治体と比べてみました

こくほ通信

（平成29年度の状況）

賦課
方式

税率（賦課方式） 賦課
限度額所得割 資産割 均等割 世帯平等割

秩父市 ４方式 8.40% 40% 20,500円 17,500円 61万円

県
北
４
市

熊谷市 ４方式 9.20% 30% 27,600円 17,500円 85万円

行田市 ４方式 9.70% 32% 27,000円 17,000円 85万円

本庄市 ４方式 12.50% 20% 41,800円 16,000円 89万円

深谷市 ４方式 10.20% 35% 30,000円 17,000円 85万円

４市平均 10.40% 29% 31,600円 16,875円 86万円

郡
内
の
町

横瀬町 ４方式 7.70% 40% 24,000円 13,000円 89万円

皆野町 ４方式 7.70% 40% 24,400円 14,000円 89万円

長瀞町 ４方式 7.70% 40% 24,400円 14,000円 89万円

小鹿野町 ４方式 6.90% 42% 18,200円 13,100円 89万円

４町平均 7.50% 41% 22,750円 13,525円 89万円

県平均 9.52% 29.38% 29,415円 15,473円

軽減
方式

１人当たり医療費
Ｈ28年度速報値

１人当たり保険税額
Ｈ28年度実績

１人当たり法定外
一般会計繰入額
Ｈ28年度実績

秩父市 ６・４ 337,206円 70,090円 22,406円

県
北
４
市

熊谷市 ７・５・２ 340,971円 80,136円 17,878円

行田市 ７・５・２ 347,179円 81,641円 21,808円

本庄市 ７・５・２ 331,779円 94,408円 0円

深谷市 ７・５・２ 327,155円 88,311円 8,502円

４市平均 336,771円 86,124円 12,047円

郡
内
の
町

横瀬町 ７・５・２ 321,924円 70,017円 21,169円

皆野町 ６・４ 337,688円 69,342円 5,239円

長瀞町 ７・５・２ 338,895円 68,921円 0円

小鹿野町 ６・４ 329,038円 62,123円 33,368円

４町平均 341,886円 67,601円 14,944円

県平均 324,619円

○賦課方式：
　所得割、資産割、均等割、
平等割で賦課する４方式
の他に、所得割、均等割と
平等割で賦課する３方式
と、所得割と均等割で賦
課する２方式があります。

○軽減方式：
　低所得者に対する税負
担軽減措置で、７割５割
２割軽減の方が対象者が
多く、軽減される額も多
くなります。

○賦課限度額 ：
　現在の法定限度額は89
万円です。秩父市の限度
額61万円は、全国一低い
額となっています。

１保険年金課☎２５－５２０１　市民税課☎２２－２２０９
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